
タクシー事業者運行支援緊急対策交付金交付要綱 

 

（目的） 

第１ 新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少している中で、燃料費の高騰の影響

により大きな負担が生じているタクシー事業者（道路運送法（昭和 26年法律第 183号）第３条

第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者をいう。以下同じ。）の今後の事業継

続を支援し、安全かつ安定した運行の維持・確保を図るため、予算の範囲内で、この要綱によ

り交付金を交付する。 

 

 （対象事業者） 

第２ この交付金の対象となる者（以下「対象事業者」という。）は、申請日において県内に本店

又は営業所を有しているタクシー事業者（福祉輸送事業限定を除く。）とする。 

 

（交付金の額） 

第３ 交付金の額は、対象事業者が保有する車両１台当たり２万円に、第２項の規定による車両

数を乗じた金額とする。 

２ 対象となる車両数は、申請日において国土交通省東北運輸局岩手運輸支局に一般旅客自動車運

送業の用に供する車両として登録されている車両のうち、次に掲げる車両を除いた数とする。 

（１） 市町村等から運行の委託等を受けており、当該運行の用に限り使用する車両 

（２） 申請日において「新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置につ

いて」の通知（令和４年２月９日付け一部改正事務連絡東北運輸局自動車交通部旅客二課

長）により休車している車両のうち、令和４年４月１日から令和５年３月 31 日の間運行

に供する予定期間が６カ月未満の車両 

 

 （交付金の申請） 

第４ 対象事業者は、交付金の交付を申請しようとするときは、別表に掲げる書類を知事に提出す

るものとする。 

 

 （交付金の決定及び交付） 

第５ 知事は、申請書を受理したときは、当該申請書を審査し、交付金を交付する必要があると認

めたときは、タクシー事業者運行支援緊急対策交付金交付決定通知書（様式第４号）により対象

事業者に通知するものとする。 

２ 知事は、前項の決定をした後、速やかに対象事業者に対し、交付金を交付するものとする。 

 

 （交付決定の取消し及び交付金の返還） 

第６ 知事は、対象事業者が偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたと認めたときは、

交付金の交付の決定を取り消し、期限を定めて、その返還を命じることができる。 

 

 （立入検査等） 

第７ 知事は、予算の執行の適正を期するため、対象事業者に対して、必要な報告を求め、又は当

該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しく

は関係者に質問させることができる。 



 （書類の整備等） 

第８ 対象事業者は、交付金の経理を明らかにした書類を整備し、当該交付金事業の完了の日の属

する年度の翌年度から起算して５年間これを保存しなければならない。 

 

 （準用） 

第９ この要綱に定めのない事項については、岩手県補助金交付規則（昭和 32年岩手県規則第 71

号）第 15条から第 17条までの規定を交付金の交付について準用する。 

 

 （その他） 

第 10 知事は、対象事業者に対し、この要綱に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を求め

ることができる。 

２ この要綱に定めるもののほか、タクシー事業者運行支援緊急対策交付金に関し必要な事項は、

別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和４年６月 16日から施行し、令和４年度の交付金に限り適用する。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和５年３月９日から施行し、同日以後の申請に係る令和４年度の交付金に限り

適用する。 

２ この要綱の改正前に交付金の交付を受けた対象車両に対する改正前の第３第１項の適用につ

いては、同項中「２万円」とあるのは「１万円」と読み替えるものとする。 

 

別表（第４関係） 

提出書類及び添付書類 様式 提出部数 提出期日 

タクシー事業者運行支援緊急対策交付金交付申

請書 

１ 誓約書 

２ 申請車両数内訳書 

３ 対象車両の自動車検査証の写し 

４ 振込先に指定する金融機関口座通帳の写し 

５ 臨時休車リストの写し（該当がある場合） 

６ その他知事が必要と認める書類 

様式第１号 

 

様式第２号 

様式第３号 

１部 

 

１部 

１部 

１部 

１部 

別に定める。 

 

  



様式第１号（別表関係） 

 

令和  年  月  日  

 

 岩手県知事    様 

 

所 在 地               

名  称               

代表者名         

 

 

タクシー事業者運行支援緊急対策交付金交付申請書 

 タクシー事業者運行支援緊急対策交付金の交付を受けたいので、関係書類を添えて、次のとおり

交付金の交付を申請します。 

記 

申請（請求）金額  金          円（    台×20,000円） 

提 出 書 類  

□ 誓約書（様式第２号） 

□ 申請車両数内訳書（様式第３号） 

□ 対象車両の自動車検査証の写し 

□ 振込先に指定する金融機関口座通帳の写し 

□ 臨時休車リストの写し（該当がある場合） 

   

【振込み先に指定する金融機関口座】 

金融機関名           銀行           支店 

預 金 種 目  □ 普 通  □ 当 座  □ その他（        ） 

口 座 番 号 （右詰め）        

フリガナ  

口 座 名 義  

  ※ 口座名義は，申請者名義のものに限ります。（個人事業主の場合は個人名義） 
  

【申請者の連絡先】 

書類等の送付先 〒   -    

担 当 者  

連 絡 先 電話 E-mail： 

  ※ 申請内容について、連絡することがあります。 

  



様式第２号（別表関係） 

 

誓 約 書 

 
タクシー事業者運行支援緊急対策交付金の交付申請に当たって、事業を継続する意思を有して

いることを誓約します。 

 

 

 
令和  年  月  日  

 

 

所 在 地                

名  称                     

代表者名          ㊞ 

 

  



様式第３号（別表関係） 

申請車両数内訳書 

№ 登録番号 休車中の

車両 

№ 登録番号 休車中の

車両 

№ 登録番号 休車中の

車両 

1   21   41   

2   22   42   

3   23   43   

4   24   44   

5   25   45   

6   26   46   

7   27   47   

8   28   48   

9   29   49   

10   30   50   

11   31   51   

12   32   52   

13   33   53   

14   34   54   

15   35   55   

16   36   56   

17   37   57   

18   38   58   

19   39   59   

20   40   60   

※ 申請時点の車両を記載すること。休車中の車両については、休車中の車両欄に「休車」と記載すること。 

※ 対象車両の自動車検査証の写しを添付すること。 

  ※ 欄が不足する場合は、複写のうえ使用すること。 



様式第４号（第５関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

岩手県知事        印  

 

 

タクシー事業者運行支援緊急対策交付金交付決定通知書 

  年 月 日付け交付申請のあったタクシー事業者運行支援緊急対策交付金については、次のとお

り交付することに決定したので通知します。 

記 

金         円 


